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 「ヤンバルクイナ飼育下繁殖に関する基本方針」に沿って、ヤンバルクイナの飼育下繁殖を実

施するに当たり、その方針を以下のとおり定める。 

 （本方針は、知見、技術の集積、ヤンバルクイナの生息状況の変化等を踏まえ適宜内容の拡充

を図っていく。） 

 

１ 飼育下繁殖の数値的目標 

 平成 29 年度末までに飼育下個体を 200 羽程度確保することとする。 

 

２ ファウンダの確保 

 ファウンダには、野外で捕獲した個体及び傷病その他の理由により緊急に保護された個体の

うち、繁殖に適した個体を用いる。本種の分布、生息状況等から、現在生息しているやんばる

の個体全体を一つの個体群として扱い、作出される個体群の遺伝的多様性を考慮した野外から

の導入を行う。 

 具体的には、施設の収容力、捕獲場所の重複を避ける等を考慮しつつ、平成 20 年度以降なる

べく早い時期に、合計 10 つがいをファウンダとして確保することとし、以降、各年必要数を導

入する。ただし、ファウンダや野外から導入する個体の数については、専門家の意見等を踏ま

え、「飼育下繁殖（試験）実施計画」（以下、「年次計画」という。）」の中で年度ごとにさ

らに詳細に検討する。 

 また、野外個体の捕獲方法等及び傷病等保護個体の利用に係る留意事項等についても、専門

家の意見等を踏まえ、年次計画の中で別に定める。 

 

３ 飼育下個体群の管理 

 感染症の蔓延等からの危険回避、遺伝的多様性の保持及び個体数管理の観点から、飼育下個

体群は、環境省が一元的に管理する。 

飼育下個体の移動、ペアリング及び繁殖制限等については、専門家の意見等を踏まえ、年次

計画の中で別に定める。 

４の分散飼育実施に際しても、施設間で適切な血統管理を行う。 

飼育下個体群の飼育方法、飼育上の留意事項などについては、専門家の意見等を踏まえ、「飼

育下個体群管理マニュアル」の中で別に定める。 

 

４ 分散飼育の実施 

感染症の蔓延等により、将来飼育下個体群が急激に縮小する危険性を考慮し、現在個体を飼

育している施設以外の施設にも分散して飼育することを検討する。分散飼育場所及び方法等に

ついては、専門家の意見を踏まえ検討するとともに、本種の生息地である沖縄島北部地域の自

治体を含めた関係機関と十分な調整を行う。 



 

５ 施設の確保 

  関係機関等の協力を得て、飼育下繁殖に必要な施設及び体制を検討し、その整備に努める。 

 

６ 再導入、補強に関する検討 

再導入、補強のための飼育個体の野生復帰については、技術的に多くの課題があり、実際

に野生復帰が成功するまでには多くの時間を要することから、飼育下繁殖に着手した早い時期

から野生復帰について検討していく必要がある。そのため、平成 20 年度には、再導入、補強

に関して検討する場を設置し、これらの方針や具体的な計画等を検討していく。 

 

７ その他 

  本方針を改定するにあたっては、ヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループの委員等、

専門家の意見を聴取する。 

 


